
 

邑楽町教育委員会会議録 

開会年月日時刻 平成 30年 1月 23日（火）午後 4時 

閉会年月日時刻 平成 30年 1月 23日（火）午後 5時 25分 

開会の場所 邑楽町役場 2階 204会議室 

議案事項 

議案第 1 号 邑楽町立学校給食センター運営委員会委員の委嘱につ

いて 

議案第 2号 邑楽町立幼稚園園則の一部を改正する規則について 

その他 

１）邑楽町立認定こども園設置条例の一部を改正する条例（案）に

ついて 

２）邑楽町立幼保連携型認定こども園の管理及び運営に関する規則

（案）について 

３）邑楽町英語検定料助成金について 

４）教職員人事について 

５）平成 29年度管内小中学校の卒業式について 

６）平成 30年度管内小中学校の入学式について 

７）平成 30年 2月行事予定について 

８）次回教育委員会について 

９）その他 
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ただ今より、1月定例教育委員会を開会いたします。 

それでは今回の議事録署名人を決定いたします。 

岡田委員、谷津委員にお願いします。 

次に教育長事務報告をさせていただきます。 

 

前回の教育委員会から今回の教育委員会まで、行事予定表を基に主なも

のを説明させていただきます。 

12月 28日は仕事納めということで、午後 4時 30分から町長の締めくく

りのあいさつをいただいて仕事を納めました。1月 4日は仕事始めで、町

の辞令交付式の後、教育委員会の辞令交付式を行いました。7日は成人式

が町民体育館で行われました。久しぶりに目立ちたい新成人がおりまし

たが、話をするととても素直でした。広報おうらの 2 月号にも書かせて

頂きましたが、人は見かけでその人となりを判断することも多くあると

いうことを成人式にあたり理解してもらい、TPOをわきまえた身なり･服

装･髪型・ことば使いなどができるようになるのがいいなと願っていま

す。10日は東部地区人事会議が太田合同庁舎で行われ、平成 30年の人事

の方向が決まってきています。11日は町村教育長・教育委員合同研修会

があり、岡田委員と私で出席しました。邑楽町の社会教育について発表

してくれということで、図書館の運営と中央公民館の準備事業について

話をしました。12日は多々良沼白鳥絵画作品審査会、スポーツ推進審議

会が行われました。スポーツ推進審議会では、スポーツで活躍した人の

表彰や推進大会の内容について話し合われました。13日は図書館活動講

演会があり、日本一の図書館の館長を勤めていた方に講演をいただきま

した。15日は管内校長会があり、こういう視点を持って 3学期は頑張り

ましょうという話をさせていただきました。16日は賀詞交歓会があり、

日頃お世話になっている方々に出席いただきました。18日は郡教育長会

議があり、邑楽郡内の人事について話し合いをしました。20日は倉沢大

樹さんのエレクトーンコンサートがありましたが、エネルギッシュで、

またユーモアもあり、本当にすてきなコンサートでした。21日は町の武

道大会が町民体育館で行われました。同日に演劇ワークショップもあり、

舞台美術の杉山至さんが出した「思いを表現してください」といった課

題に対して、参加した町民の方々の表現力が素晴らしいなと感じました。

また、来週には日本屈指の演出家である松井周さんによる演出のワーク

ショップがあり、2月 18日には平田オリザさんの講演とパネルディスカ

ッション的なものを行うということで、町づくりに役に立つ考え方がい 
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ろいろ吸収できるのではないかと思います。22日は邑楽館林ブロック人

事会議があり、邑楽館林の人事について話し合いました。同日、商工会

の新年講演会と会員の集いがありました。講演会では上に立つ人として

は、現場に足を運び、心を寄せ、現場を理解できる人がいろいろな面で

経営がうまくいくのではないかという話が心に残っています。事務報告

は以上です。 

 

何かご質問等ありますか。ないようですので、次に議事に入ります。最

初にお諮りしますが、議案第 1 号邑楽町立学校給食センター運営委員会

委員の委嘱については委員委嘱等案件のため、その他の 1)邑楽町立認定

こども園設置条例の一部を改正する条例（案）については議会議決案件

のため、2)邑楽町立幼保連携型認定こども園の管理及び運営に関する規

則（案）について、3)邑楽町英語検定料助成金については意思決定過程

中案件のため、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 14 条 7

項及び第 8 項の規定により、非公開としたいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

 

〔異議なし〕 

 

異議なしと認めます。議案第 1 号邑楽町立学校給食センター運営委員会

委員の委嘱について、その他の 1)邑楽町立認定こども園設置条例の一部

を改正する条例（案）について、2)邑楽町立幼保連携型認定こども園の

管理及び運営に関する規則（案）について、3)邑楽町英語検定料助成金

については非公開にし、公開案件審議終了後に協議します。 

それでは、議案第 2 号邑楽町立幼稚園園則の一部を改正する規則につい

て、久保田子ども支援課長説明をお願いします。 

 

こども園の 1 号認定の子どもさんも関連してくる部分がありますので、

幼稚園園則の整備が必要となり、一部を改正することとなりました。 

改正部分につきまして説明いたします。入園の承諾の可否を決定した場

合に、入園承諾通知書または入園不承諾通知書により保護者に通知する

ものとしました。入園の申請をした幼児の数が施設の利用定員を超える

場合は、申請を受理した順序により入園の決定を行うものとしました。

利用申請した幼児の保護者に対しては、邑楽町特定教育･保育施設及び特 
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定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第20条に規定する重

要事項を記載した書面を交付し、内容を説明するものとしました。教育

の提供の終了については、支給認定を取り消したときや、休園又は退園、

利用継続において重大な支障や困難が生じたときとしました。休園又は

退園には休退園届を提出し許可を受けること、許可決定した場合は園児

の保護者に、休退園決定通知書により通知をすることとしました。園長

は、子ども子育て支援法の規定による支給認定の取り消しにより教育が

必要と認められなくなった場合や集団による教育に支障が生じるおそれ

がある場合、管理上必要な指示に従わない、その他園長が不適当と認め

た場合に退園させることができるとしました。改正内容については以上

となります。 

 

何かご質問・ご意見等ありますか。 

 

保護者の住所は、邑楽町の全域になるのですか。 

 

今は幼稚園も保育園も広域的に入れますので、保護者の住所が邑楽町で

なければならないということはないです。 

 

私立でなく公立でもいいんですね。 

 

はい。公立の幼稚園もそのような形がとれます。人によっては、学校区

で幼稚園が決められているというイメージがあったりします。邑楽町全

域からでも、町外からも入園は可能です。ただ、町外の方は、その町の

基準があると思いますので、広域入所についてはお互いの自治体の基準

を確認して調整しています。 

 

町外の人が邑楽町のこども園に入れたいというのは大丈夫ですか。 

 

そうですね。こども園などは特にそういう方も何人かいます。広域で互

いの自治体で調整をとった上でやるということになっています。 

 

保護者宛には、分かりやすく説明書みたいなものを作り替えるわけです

ね。 
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そうですね。毎年説明会を開催していますので、その説明会で作り替え

たしおりや他の説明資料に基づき保護者の皆さんには説明をします。 

 

ほかにご質問等ありますか。ないようですので、議案第 2 号邑楽町立幼

稚園園則の一部を改正する規則についてご承認頂けますでしょうか。 

 

（賛同の声あり） 

 

議案第 2 号邑楽町立幼稚園園則の一部を改正する規則についてを提案ど

おりに決定します。 

次にその他の 4）教職員人事について説明いたします。 

 

平成 30年度の群馬県市町村立小･中･特別支援学校学級編成基準ですが、

国の標準学級としては、小学校は１年生だけ 35人学級。それ以外の 2年

生から 6年生までは 40人学級。そして中学校は、1年生から 3年生まで

40人学級となっています。ただ、群馬県においては少人数プロジェクト

という学級編成がありますので、小学校 1年生と 2年生は 30人学級。3

年生と 4年生は 35人学級になっています。また、5年生においては、県

が特別に教職員を充てる形で 35人学級となっています。来年度から 6年

生についても 5年生と同じ形で 35人学級になる予定です。それと 1人で

も子どもの数が減ったり増えたりすることによって、学級数が変わり教

職員数が変わるので、日々子どもの数については気を配っている現状が

あります。養護教諭については子どもの数により配置される人数が決め

られており、邑楽町は全て 1 人の対象となっています。事務職員は学級

数で決められ、小学校では 4学級～26学級・中学校では 4学級～20学級

のところは 1人ということで、邑楽町は全校ここに当てはまっています。

次に栄養教諭･学校栄養職員です。邑楽町は共同調理場になっています

が、児童生徒数により 2人の栄養教諭･学校栄養職員を邑楽町に配置する

ことになっています。しかし、あと少し子どもが減って 2000人以下の調

理場になってしまうと、1人しか栄養教諭・学校栄養職員を置けないこと

になってしまいます。続いて教職員ですが、現在の中野東小学校が 13学

級になっており、理科や音楽の専門的な職員が 1 人配置されています。

これが 14学級になると専門的な職員があと 1人追加されます。現在は、

教科担任制によりできるだけ専門的な職員が教えるように工夫していま 
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す。中学校では、南中の学級数が 7 ですが、これが 8 クラスになると教

職員が 2 人増えます。このような基準に沿って人事を進めていることを

確認いただければと思います。 

何かご質問等ありますか。ないようですので、次にその他の 5)平成 29

年度管内小中学校の卒業式について、中繁学校教育課長説明をお願いし

ます。 

 

平成 29年度の小学校、中学校の卒業式ですが、まず中学校の卒業式は 3

月 13日（火）です。邑楽中学校が午前 9時 30分から、邑楽南中学校が

午前 10時からでございます。小学校の卒業式は 3月 23日（金）午前 10

時からでございます。小学校、中学校それぞれの卒業式にどなたが出席

されるのか、話し合っていただきたいと思います。 

 

（教育委員の出席の割振りをする。） 

 

次にその他の 6)平成 30年度管内小中学校の入学式について、中繁学校教

育課長説明をお願いします。 

 

平成 30年度の小学校・中学校の入学式ですが、中学校の入学式は、4月

9日（月）午前 10時 30分からでございます。小学校の入学式は、4月 9

日（月）午後 1時 30分からでございます。小学校、中学校それぞれの入

学式にどなたが出席されるのか、話し合っていただきたいと思います。 

 

（教育委員の出席の割振りをする。） 

 

次にその他の 7）平成 30年 2月行事予定について、中繁学校教育課長・

半田生涯学習課長説明をお願いします。 

 

学校教育課の 2月の主な予定行事を読みあげる。 

 

生涯学習課の 2月の主な予定行事を読みあげる。 

 

何かご質問・ご意見等ありますか。ないようですので、次にその他の 8）

次回の教育委員会についてですが、2月 26日（月）午前 9時 30分からで 
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どうでしょうか。 

 

（賛同の声あり） 

 

それでは次回の教育委員会は 2月 26日（月）午前 9時 30分から行うこ

とに決定しました。ここで公開案件は終わりにします。 

次に非公開案件に入ります。議案第 1 号邑楽町立学校給食センター運営

委員会委員の委嘱についてを議題とします。 

 

以下非公開 

 

議案第 1 号邑楽町立学校給食センター運営委員会委員の委嘱についてを

提案どおりに決定します。 

次にその他の 1)邑楽町立認定こども園設置条例の一部を改正する条例

(案)についてを議題とします。 

 

以下非公開 

 

次にその他の 2）邑楽町立幼保連携型認定こども園の管理及び運営に関す

る規則（案）についてを議題とします。 

 

以下非公開 

 

次にその他の 3）邑楽町英語検定料助成金についてを議題とします。 

 

以下非公開 

 

以上で 1月の教育委員会を閉会します。 

 

 

 

 

 


